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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像形成素子により形成した画像を投射光学系を通して被投射面に投射する画像投射装
置であって、
　前記投射光学系または該投射光学系の一部を構成する光学素子を移動させるアクチュエ
ータの駆動を、使用者操作によって生成される操作信号の入力に応じて制御する制御手段
と、
　該画像投射装置の姿勢を検出する姿勢検出手段とを有し、
　前記制御手段は、前記操作信号が入力されている操作時間が第１の所定時間に達するま
では前記アクチュエータを第１の駆動速度で駆動し、前記操作時間が前記第１の所定時間
に達した後は前記アクチュエータを前記第１の駆動速度よりも速い第２の駆動速度で駆動
するように前記アクチュエータを制御し、
　前記制御手段は、前記姿勢検出手段により検出された前記姿勢に応じて、前記第１の駆
動速度、前記第２の駆動速度および前記第１の所定時間のうち少なくとも１つを変更する
ことを特徴とする画像投射装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、複数の画像投射装置を用いた投射を行うか否かを判別し、該投射を行
う場合は、前記操作時間が前記第１の所定時間に達した後も前記第１の駆動速度で前記ア
クチュエータを駆動することを特徴とする請求項１に記載の画像投射装置。
【請求項３】



(2) JP 6087554 B2 2017.3.1

10

20

30

40

50

　前記制御手段は、前記操作信号が該画像投射装置に設けられた操作部から入力された場
合と該画像投射装置とは別に設けられたリモートコントロール装置から入力された場合と
で、前記第１の駆動速度、前記第２の駆動速度および前記第１の所定時間のうち少なくと
も１つを変更することを特徴とする請求項１に記載の画像投射装置。
【請求項４】
　該画像投射装置の移動を検出する移動検出手段を有し、
　前記制御手段は、前記移動検出手段により前記移動が検出されない場合は前記操作信号
の入力に応じて前記アクチュエータを前記第１の駆動速度で駆動し、前記移動を検出した
場合は前記操作信号の入力に応じて前記アクチュエータを前記第２の駆動速度で駆動する
ことを特徴とする請求項１に記載の画像投射装置。
【請求項５】
　画像形成素子により形成した画像を投射光学系を通して被投射面に投射する画像投射装
置の制御方法であって、
　前記投射光学系または該投射光学系の一部を構成する光学素子を移動させるアクチュエ
ータの駆動を、使用者操作に応じて生成される操作信号の入力に応じて制御する制御ステ
ップと、
　該画像投射装置の姿勢を検出するステップとを有し、
　前記制御ステップにおいて、前記操作信号が入力されている操作時間が第１の所定時間
に達するまでは前記アクチュエータを第１の駆動速度で駆動し、前記操作時間が前記第１
の所定時間に達した後は前記アクチュエータを前記第１の駆動速度よりも速い第２の駆動
速度で駆動するように前記アクチュエータを制御し、
　前記制御ステップにおいて、検出された前記姿勢に応じて、前記第１の駆動速度、前記
第２の駆動速度および前記第１の所定時間のうち少なくとも１つを変更することを特徴と
する画像投射装置の制御方法。
【請求項６】
　画像形成素子により形成した画像を投射光学系を通して被投射面に投射する画像投射装
置であって、
　前記投射光学系または該投射光学系の一部を構成する光学素子を移動させるアクチュエ
ータの駆動を、使用者操作によって生成される操作信号の入力に応じて制御する制御手段
と、
　該画像投射装置の移動を検出する移動検出手段とを有し、
　前記制御手段は、前記移動検出手段により前記移動が検出されない場合は前記操作信号
の入力に応じて前記アクチュエータを第１の駆動速度で駆動し、前記移動を検出した場合
は前記操作信号の入力に応じて前記アクチュエータを前記第１の駆動速度より速い第２の
駆動速度で駆動することを特徴とする画像投射装置。
【請求項７】
　画像形成素子により形成した画像を投射光学系を通して被投射面に投射する画像投射装
置であって、
　前記投射光学系または該投射光学系の一部を構成する光学素子を移動させるアクチュエ
ータの駆動を、使用者操作に応じて生成される操作信号の入力に応じて制御する制御手段
とを有し、
　前記制御手段は、該画像投射装置の電源投入からの経過時間を計測し、該経過時間が所
定時間に達するまでは前記操作信号の入力に応じて前記アクチュエータを所定の駆動速度
で駆動し、前記経過時間が前記所定時間に達した後は前記操作信号の入力に応じて前記ア
クチュエータを前記所定の駆動速度よりも遅い駆動速度で駆動することを特徴とする画像
投射装置。
【請求項８】
　画像形成素子により形成した画像を投射光学系を通して被投射面に投射する画像投射装
置であって、
　前記投射光学系または該投射光学系の一部を構成する光学素子を移動させるアクチュエ
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ータの駆動を、使用者操作によって生成される操作信号の入力に応じて制御する制御手段
とを有し、
　前記制御手段は、該画像投射装置の電源投入の回数をカウントし、該回数が所定回数に
達するまでは前記操作信号の入力に応じて前記アクチュエータを所定の駆動速度で駆動し
、前記回数が前記所定回数に達した後は前記操作信号の入力に応じて前記アクチュエータ
を前記所定の駆動速度よりも遅い駆動速度で駆動することを特徴とする画像投射装置。
【請求項９】
　画像形成素子により形成した画像を投射光学系を通して被投射面に投射する画像投射装
置の制御方法であって、
　前記投射光学系または該投射光学系の一部を構成する光学素子を移動させるアクチュエ
ータの駆動を、使用者操作に応じて生成される操作信号の入力に応じて制御する制御ステ
ップと、
　該画像投射装置の移動を検出するステップとを有し、
　前記制御ステップにおいて、前記移動が検出されない場合は前記操作信号の入力に応じ
て前記アクチュエータを第１の駆動速度で駆動し、前記移動が検出された場合は前記操作
信号の入力に応じて前記アクチュエータを前記第１の駆動速度より速い第２の駆動速度で
駆動することを特徴とする画像投射装置の制御方法。
【請求項１０】
　画像形成素子により形成した画像を投射光学系を通して被投射面に投射する画像投射装
置の制御方法であって、
　前記投射光学系または該投射光学系の一部を構成する光学素子を移動させるアクチュエ
ータの駆動を、使用者操作に応じて生成される操作信号の入力に応じて制御する制御ステ
ップを有し、
　前記制ステップにおいて、該画像投射装置の電源投入からの経過時間を計測し、該経過
時間が所定時間に達するまでは前記操作信号の入力に応じて前記アクチュエータを所定の
駆動速度で駆動し、前記経過時間が前記所定時間に達した後は前記操作信号の入力に応じ
て前記アクチュエータを前記所定の駆動速度よりも遅い駆動速度で駆動することを特徴と
する画像投射装置の制御方法。
【請求項１１】
　画像形成素子により形成した画像を投射光学系を通して被投射面に投射する画像投射装
置の制御方法であって、
　前記投射光学系または該投射光学系の一部を構成する光学素子を移動させるアクチュエ
ータの駆動を、使用者操作に応じて生成される操作信号の入力に応じて制御する制御ステ
ップを有し、
　前記制御ステップにおいて、該画像投射装置の電源投入の回数をカウントし、該回数が
所定回数に達するまでは前記操作信号の入力に応じて前記アクチュエータを所定の駆動速
度で駆動し、前記回数が前記所定回数に達した後は前記操作信号の入力に応じて前記アク
チュエータを前記所定の駆動速度よりも遅い駆動速度で駆動することを特徴とする画像投
射装置の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶プロジェクタ等の画像投射装置に関し、特にアクチュエータによる投射
光学系のズーム駆動、フォーカス駆動またはシフト駆動が可能な画像投射装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　画像投射装置は、光源からの光を液晶パネルやマイクロミラーデバイス等の画像形成素
子により変調して画像（光学像）を形成し、該画像をスクリーン等の被投射面に拡大投射
する。このような画像投射装置の設置形態には、投射場所の移動が容易なように机やテー
ブルの上に置いて使用したり、常に決まった被投射面に画像を投射することを前提として
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天井に据え付けたりする等の形態がある。
【０００３】
　また、画像投射装置には、投射光学系のズームやフォーカス、さらに投射画像を上下左
右に移動させるための投射光学系のシフト等、投射光学系またはその一部を構成する光学
素子の移動をアクチュエータによる電動駆動によって行えるものがある。そして、特許文
献１には、設置形態に応じて重力方向が変化することに伴って投射光学系をシフトさせる
アクチュエータの負荷条件が変化しても、投射光学系のシフトを正確に行えるようにアク
チュエータの駆動を制御する画像投射装置が開示されている。
【０００４】
　さらに、アクチュエータの駆動速度を可変として、投射光学系のズーム状態、フォーカ
ス状態およびシフト位置の粗調整と微調整とを可能とすることが多い。例えば、ボタンや
キー等の操作部材の操作が開始された後、所定時間の間はアクチュエータを微調整に適し
た低速で駆動し、所定時間より長く操作が継続されるとアクチュエータの駆動速度を粗調
整に適した高速に切り替えるという制御が行われる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１４５５８３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、画像投射装置を天井に据え付けのように定位置に固定した場合と移動を
前提として定位置に固定しない場合とでは、上述した粗調整と微調整に対する要求が異な
る。定位置に固定した場合には投射距離および画像の投射位置や投射サイズがほぼ決まっ
ているために粗調整はほとんど必要がなく、微調整を重視したアクチュエータ駆動を行え
ばよい。これに対して、定位置に固定しない場合は、設置場所によって投射距離、投射位
置および投射サイズが異なるので、粗調整と微調整の両方が必要となる。このため、装置
の設置形態にかかわらず同じようにアクチュエータの駆動速度の切り替えが可能というだ
けでは、装置の使い勝手が低下する。
【０００７】
　本発明は、装置の設置形態に応じて投射光学系またはその一部を構成する光学素子を移
動させるアクチュエータの駆動を適切に制御できるようにした画像投射装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
本発明の一側面としての画像投射装置は、画像形成素子により形成した画像を投射光学系
を通して被投射面に投射する。該画像投射装置は、投射光学系または該投射光学系の一部
を構成する光学素子を移動させるアクチュエータの駆動を、使用者操作によって生成され
る操作信号の入力に応じて制御する制御手段と、該画像投射装置の姿勢を検出する姿勢検
出手段とを有する。制御手段は、操作信号が入力されている操作時間が第１の所定時間に
達するまではアクチュエータを第１の駆動速度で駆動し、操作時間が第１の所定時間に達
した後はアクチュエータを第１の駆動速度よりも速い第２の駆動速度で駆動するように前
記アクチュエータを制御する。そして、制御手段は、姿勢検出手段により検出された姿勢
に応じて、第１の駆動速度、第２の駆動速度および第１の所定時間のうち少なくとも１つ
を変更することを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明の他の一側面としての制御方法は、画像形成素子により形成した画像を投
射光学系を通して被投射面に投射する画像投射装置に適用される。該制御方法は、投射光
学系または該投射光学系の一部を構成する光学素子を移動させるアクチュエータの駆動を
、使用者操作によって生成される操作信号の入力に応じて制御する制御ステップと、該画
像投射装置の姿勢を検出するステップとを有する。制御ステップにおいて、操作信号が入
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力されている操作時間が第１の所定時間に達するまではアクチュエータを第１の駆動速度
で駆動し、操作時間が第１の所定時間に達した後はアクチュエータを第１の駆動速度より
も速い第２の駆動速度で駆動するようにアクチュエータを制御する。そして、制御ステッ
プにおいて、検出された姿勢に応じて、第１の駆動速度、第２の駆動速度および第１の所
定時間のうち少なくとも１つを変更することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
本発明によれば、装置の姿勢（つまりは設置形態）に応じて投射光学系またはその一部を
構成する光学素子を移動させるアクチュエータの駆動速度やその切り替えタイミングを変
更する。これにより、設置形態に応じて投射光学系や光学素子の位置の粗調整および微調
整のためのアクチュエータ駆動を適切に制御することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施例１である液晶プロジェクタの構成を示すブロック図。
【図２】実施例１におけるアクチュエータの駆動速度の制御例を示すグラフ。
【図３】実施例１におけるフォーカスおよびズームアクチュエータの駆動速度（駆動電力
比）およびその切替えタイミング（駆動電力切替時間）の設定例を示す図。
【図４】実施例１のプロジェクタの設置例を示す図。
【図５】実施例１におけるアクチュエータの駆動速度の別の制御例を示すグラフ。
【図６】実施例１のプロジェクタにおけるアクチュエータの駆動制御の処理を示すフロー
チャート。
【図７】本発明の実施例２（および実施例３）である液晶プロジェクタの構成を示すブロ
ック図。
【図８】実施例２におけるフォーカスおよびズームアクチュエータの駆動速度（駆動電力
比）およびその切替えタイミング（駆動電力切替時間）の設定例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施例について図面を参照しながら説明する。
【実施例１】
【００１３】
　図１には、本発明の実施例１である画像投射装置としての液晶プロジェクタ１００の構
成を示している。なお、本実施例および後述する他の実施例では、画像形成素子として液
晶パネルを用いた液晶プロジェクタについて説明する。しかし、本発明のさらに他の実施
例は、液晶プロジェクタ以外のプロジェクタ、例えばマイクロミラーデバイスを画像形成
素子として用いたプロジェクタをも含む。
【００１４】
　プロジェクタ１００は、制御手段としての制御部１０４と、フラッシュＲＯＭおよびＲ
ＡＭ等により構成される記憶部１０６と、光学エンジン部１０８と、レンズマウント部１
０９とで構成されている。
【００１５】
　制御部１０４において、映像入力信号処理部１１２は、外部装置である映像出力装置１
０２からのデジタル映像信号の入力を受け、該映像信号のフォーマットに応じた入力処理
を行う。映像信号入力処理部１１２に入力された映像信号は、映像信号処理部１１３にて
ＲＧＢ信号にデコードされた後、解像度変換や階調補正等の処理が行われて、光学エンジ
ン部１０８内の液晶駆動部１１６に出力される。液晶駆動部１１６は、映像信号処理部１
１３から入力された処理後のＲＧＢ信号に応じて、ＲＧＢ用の３つの液晶パネル１５１～
１５３を駆動する。
【００１６】
　光学エンジン部１０８は、ランプまたはＬＥＤ等の光源（図示せず）と、該光源を駆動
する光源駆動回路（図示せず）と、光源からの白色光をＲＧＢの３つの色光に分解してそ
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れぞれを液晶パネル１５１～１５３に導く色分解合成光学系１２５とを含む。プロジェク
タ本体に設けられたレンズマウント部１０９には、投射レンズユニット１１０が取り付け
られている。色分解合成光学系１２５は、ＲＧＢ信号に応じて駆動された液晶パネル１５
１～１５３によって変調された３つの色光を合成して投射レンズユニット１１０に導く役
割も有する。
【００１７】
　投射レンズユニット１１０内には、フォーカスレンズ１６１およびズームレンズ１６２
をそれぞれ一部として含む複数の光学素子により構成された投射光学系１６０が収容され
ている。また、投射レンズユニット１１０内には、フォーカスレンズ１６１およびズーム
レンズ１６２をそれぞれ移動させるためのフォーカス駆動機構およびズーム駆動機構が設
けられている。フォーカス駆動機構は、フォーカスアクチュエータ１８１の駆動力をフォ
ーカスレンズ１６１に伝達する。ズーム駆動機構は、ズームアクチュエータ１８２の駆動
力をズームレンズ１６２に伝達する。フォーカスアクチュエータ１８１およびズームアク
チュエータ１８２は、ＤＣモータやステッピングモータ等により構成されている。
【００１８】
　色分解合成光学系１２５で色合成された光は、投射光学系１６０を介して不図示のスク
リーン等の被投射面に投射される。レンズマウント部１０９は、ＤＣモータやステッピン
グモータ等により構成されるシフトアクチュエータ１８３を含み、該シフトアクチュエー
タ１８３の駆動力によって投射レンズユニット１１０を上下左右にシフトさせるシフト機
構を備えている。
【００１９】
　リモートコントロール装置としての赤外線リモコン１０１は、使用者により行われる操
作（使用者操作）に応じて操作信号を生成し、プロジェクタ１００に対して出力する。こ
のリモコン１０１からの操作信号は、制御部１０４内の操作信号受付部１１４で受信され
る。操作信号受付部１１４は、操作信号を解析して、該操作信号がフォーカス、ズームお
よびシフトのうちどの動作に対応するかを判別し、その結果を制御部１０４内の駆動速度
決定部１１５に送る。
【００２０】
　駆動速度決定部１１５は、操作信号受付部１１４からの操作信号の解析結果に応じて、
操作信号が指示する動作を行わせるように対応するアクチュエータ（１８１～１８３）を
駆動する。これにより、リモコン１０１の操作を通じた投射光学系１６０のフォーカス駆
動、ズーム駆動およびシフト駆動が可能となる。
【００２１】
　投射レンズユニット１１０はレンズマウント部１０９（プロジェクタ本体）に対して使
用者による交換ができないものであってもよいが、本実施例では投射レンズユニット１１
０がプロジェクタ本体に対して使用者による交換が可能である場合について説明する。例
えば、互いに焦点距離が異なる複数の投射レンズユニットを選択的に装着することができ
る。
【００２２】
　図４（ａ）には、本実施例のプロジェクタ１００の設置形態の例として、プロジェクタ
１００が天井に据え付けられた「天吊り姿勢」にある設置形態を示す。また、図４（ｂ）
には、本実施例のプロジェクタ１００の設置形態の他の例として、プロジェクタ１００が
テーブルの上に置かれた「通常姿勢」にある設置形態を示す。そして、これらの図に示す
ように、プロジェクタ１００の設置形態（言い換えれば設置姿勢）によって、被投射面ま
での距離（投射距離）Ｄや投射画像の投射サイズＳおよび投射位置Ｈが異なる。このため
本実施例では、投射距離Ｄ、投射サイズＳおよび投射位置Ｈに応じて投射レンズユニット
１１０のフォーカス駆動、ズーム駆動およびシフト駆動を可能とするだけでなく、投射距
離に応じた焦点距離を有する投射レンズユニット１１０への交換も可能とする。
【００２３】
　以下、本実施例におけるフォーカスアクチュエータ１８１、ズームアクチュエータ１８
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２およびシフトアクチュエータ１８３の駆動の制御について説明する。ここでは、各アク
チュエータがＤＣモータであり、該ＤＣモータをＰＷＭ（パルス幅変調）駆動方式で駆動
する場合について説明する。この場合、各アクチュエータの駆動速度は、各アクチュエー
タに印加する駆動パルス信号のデューティ比を変化させることによって制御することがで
きる。
【００２４】
　ここでは、リモコン１０１上のフォーカス操作ボタン、ズーム操作ボタンおよびシフト
操作ボタンのいずれかが操作され、フォーカス、ズームおよびシフトのうち同じ動作を指
示する操作信号が継続的にリモコン１０１から出力される場合について説明する。駆動速
度決定部１１５は、操作信号受付部１１４が操作信号を受信する（操作信号受付部１１４
から操作信号の解析結果を受け取る）と、まず所定の低速でアクチュエータを駆動するよ
うに駆動パルス信号のデューティ比を設定する。また、駆動速度決定部１１５は、操作信
号受付部１１４が操作信号を受信している時間（操作時間）の計測を開始する。そして、
操作時間が第１の所定時間に達するまでは、アクチュエータの低速駆動を継続する。アク
チュエータの低速駆動は、投射レンズユニット１１０のフォーカス状態、ズーム状態また
はシフト位置の微調整を行うのに適している。
【００２５】
　図２のグラフは、操作時間とアクチュエータの駆動量との関係を示しており、図２中の
１２２で示した部分が低速駆動を示している。
【００２６】
　その後、計測している操作時間が第１の所定時間を超えると、駆動速度決定部１１５は
、駆動パルス信号のデューティ比を増加させ、アクチュエータを所定の高速で駆動する。
アクチュエータの高速駆動は、投射レンズユニット１１０のフォーカス状態、ズーム状態
またはシフト位置の粗調整を行うのに適している。
【００２７】
　図２中の１２０は第１の所定時間に対応する駆動速度の切り替えタイミングを示してお
り、１２４で示した部分は高速駆動を示している。
【００２８】
　リモコン１０１上の操作ボタンの操作が解除されて操作信号を受信しなくなると、駆動
速度決定部１１５は、連続駆動していたアクチュエータにブレーキをかけて停止制御を行
う。
【００２９】
　また、駆動速度決定部１１５は、プロジェクタ１００の設置姿勢が「天吊り姿勢」か「
通常姿勢」かを検出（判定）する姿勢検出手段としても機能する。設置姿勢は、重力方向
を検出して信号を出力する姿勢センサを用いて検出してもよいし、設置姿勢に対応する投
射画像の向き（投射画像の上端がプロジェクタ１００の天面側にあるか底面側にあるか）
によって検出してもよい。
【００３０】
　さらに、駆動速度決定部１１５は、レンズマウント部１０９に装着されている投射レン
ズユニット１１０の種類を、該投射レンズユニット１１０から受信した識別情報（レンズ
ＩＤ）等を用いて判定する。
【００３１】
　図３には、フォーカスアクチュエータ１８１およびズームアクチュエータ１８２に関す
る天吊り姿勢と通常姿勢での低速駆動速度、高速駆動速度およびこれら駆動速度の切り替
えタイミング（第１の所定時間）、すなわち速度制御パターンの設定例を示している。ま
た、図３には、フォーカスレンズ１６１およびズームレンズ１６２の重量（つまりはフォ
ーカスおよびズームアクチュエータとしての必要トルク）が異なる２種類の投射レンズユ
ニットＬ１，Ｌ２に対する速度制御パターンの設定例も示している。
【００３２】
　ここでは、投射レンズユニットＬ１として標準的な焦点距離を有する投射レンズユニッ
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トを想定し、投射レンズユニットＬ２として投射レンズユニットＬ１よりも焦点距離が長
い望遠タイプの投射レンズユニットを想定している。これらの投射レンズユニットＬ１，
Ｌ２内の各光学素子（各レンズ）の重さは互いに異なるので、フォーカスおよびズームア
クチュエータ１８１，１８２の低速駆動速度および高速駆動速度を得るための駆動パルス
信号のデューティ比の設定も異なる。
【００３３】
　また、例えば、望遠タイプの投射レンズユニットＬ２を使用する場合、速度変化までの
切替時間を４００ミリ秒とし、レンズ口径が大きく長いレンズ長に対して、モータの駆動
電力を高めたり、切替時間を早めたりして、応答性の良いモータ駆動を行うことができる
。
【００３４】
　図３において、「フォーカス駆動電力比」がフォーカスアクチュエータ１８１に印加さ
れる駆動パルス信号のデューティ比（％）を示す。同様に、「ズーム駆動電力比」がズー
ムアクチュエータ１８２に印加される駆動パルス信号のデューティ比を示す。「フォーカ
ス駆動電力比１」および「ズーム駆動電力比１」は低速駆動のためのデューティ比に対応
し、「フォーカス駆動電力比２」および「ズーム駆動電力比２」は高速駆動のためのデュ
ーティ比に対応する。また、「フォーカス駆動電力切替時間」および「ズーム駆動電力切
替時間」がそれぞれ、フォーカスアクチュエータ１８１およびズームアクチュエータ１８
２における駆動速度の切り替えタイミング（第１の所定時間）（ミリ秒）に対応する。
【００３５】
　図３から分かるように、本実施例では、プロジェクタ１００の設置姿勢（天吊り姿勢お
よび通常姿勢）に応じて、フォーカス駆動電力比１，２および駆動電力切替時間をそれぞ
れ異ならせている。このことは、２種類の投射レンズユニットＬ１，Ｌ２に対して同じで
ある。ただし、先に説明した理由から、投射レンズユニットＬ１と投射レンズユニットＬ
２では、フォーカス駆動電力比１，２および駆動電力切替時間がそれぞれ異なる。
【００３６】
　一方、本実施例では、ズーム駆動電力比１，２は設置姿勢が異なっても同一とし、駆動
電力切替時間のみ設置姿勢に応じて異ならせている。このことは、２種類の投射レンズユ
ニットＬ１，Ｌ２に対して同じである。ただし、投射レンズユニットＬ１と投射レンズユ
ニットＬ２では、ズーム駆動電力比１，２および駆動電力切替時間がそれぞれ異なる。
【００３７】
　図２のグラフには、投射レンズユニットＬ１またはＬ２を用いる場合における天吊り姿
勢での操作時間に対するフォーカスアクチュエータ１８１の速度制御パターンを示す。ま
た、図５のグラフには、同じ投射レンズユニットを用いる場合における通常姿勢での操作
時間に対するフォーカスアクチュエータ１８１の速度制御パターンを示す。
【００３８】
　図３に示す「フォーカス駆動電力比１」に対応して、図２中の低速駆動速度（１２２）
に比べて図５中の低速駆動速度（１４２）の方が速い。また、図３に示す「フォーカス駆
動電力切替時間」に対応して、図２中の駆動速度の切り替えタイミング（１２０）に比べ
て図５中の切り替えタイミング（１４０）の方が早い。さらに、図３に示す「フォーカス
駆動電力比２」に対応して、図２中の高速駆動速度（１２４）に比べて図５中の高速駆動
速度（１４４）の方が速い。
【００３９】
　なお、図３には示していないが、シフトアクチュエータ１８３についても、フォーカス
およびズームアクチュエータ１８１，１８２と同様に設置姿勢や投射レンズユニットに応
じた設定がなされる。ただし、シフトアクチュエータ１８３については、設置姿勢が異な
ることでシフト駆動の方向と重力方向との関係も異なるので、この関係も考慮した設定が
なされる。
【００４０】
　このように、本実施例では、プロジェクタ１００の設置姿勢に応じて、各アクチュエー
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タの低速駆動速度（第１の駆動速度）、高速駆動速度（第２の駆動速度）およびこれらの
切り替えタイミング（第１の所定時間）のうち少なくとも１つを変更する。これにより、
プロジェクタ１００の設置姿勢に応じて各アクチュエータの駆動の制御を適切に行うこと
ができ、投射レンズユニット１１０のフォーカス状態、ズーム状態およびシフト位置の微
調整および粗調整を行い易くすることができる。
【００４１】
　なお、実際の各アクチュエータの制御では、例えば、図３に示す各設定値（駆動パラメ
ータ）のデータを記憶部１０６内のＲＯＭに記憶しておく。そして、駆動速度決定部１１
５は、検出した設置姿勢と装着を判定した投射レンズユニットの種類に対応するデータを
ＲＯＭから読み出し、該データと操作信号に基づいて各アクチュエータの駆動速度を決定
する。
【００４２】
　次に、図６のフローチャートを用いて制御部１０４（駆動速度決定部１１５）が実行す
る各アクチュエータの駆動を制御する処理（制御方法）について説明する。この処理は、
ＣＰＵやＭＰＵ等のマイクロコンピュータにより構成される制御部１０４が、コンピュー
タプログラムとしての制御プログラムに従って実行する。
【００４３】
　ステップＳ３００にてリモコン１０１から操作信号を受信すると、制御部１０４は、ス
テップＳ３０２にて、装着されている投射レンズユニット１１０の種類を判別し、プロジ
ェクタ１００の設置姿勢を検出する。さらに、制御部１０４は、スタック投射およびマル
チ投射を行うか否かを判別してもよい。これらスタック投射およびマルチ投射については
後述する。
【００４４】
　次に、ステップＳ３０４では、制御部１０４は、記憶部１０６からステップＳ３０２で
の判別結果および検出結果に対応する駆動パラメータのデータを読み込む。
【００４５】
　続いてステップＳ３０５では、制御部１０４は、記憶部１０６から読み込んだ駆動パラ
メータ中のデューティ比（駆動電力比）を用いて、リモコン１０１からの操作信号により
指示された動作に対応するアクチュエータの低速駆動を開始する。
【００４６】
　そして、ステップＳ３０６では、制御部１０４は、リモコン１０１からの操作信号の入
力が継続している操作時間と駆動パラメータ中の駆動電力切替時間とを比較する。操作時
間が駆動電力切替時間に達していない場合は、制御部１０４は、ステップＳ３０８に進み
、アクチュエータの低速駆動を継続する。一方、操作時間が駆動電力切替時間に達した後
は、制御部１０４は、ステップＳ３１２に進み、アクチュエータの駆動を高速駆動に切り
替える。
【００４７】
　ステップＳ３０８およびステップＳ３１２からはステップＳ３１０に進んだ制御部１０
４は、リモコン１０１からの操作信号の入力が継続しているか否かを判定する。操作信号
の入力が継続している場合は、ステップＳ３０６に戻る。一方、操作信号の入力が継続し
ていない場合は、制御部１０４は、ステップＳ３１４に進み、アクチュエータのブレーキ
制御を行う。
【００４８】
　なお、投射レンズユニットの交換ができないプロジェクタにおいても、本実施例と同様
に、設置姿勢に応じたアクチュエータの駆動の制御を行うことができる。
【００４９】
　また、プロジェクタの使用形態の１つとして、複数台のプロジェクタを同時に使用する
スタック投射やマルチ投射がある。スタック投射は、２台のプロジェクタで１つの画像を
重畳させて投射することで、１台のプロジェクタで投射する場合よりも明るい画像を投射
可能とするものである。また、マルチ投射は、２台以上のプロジェクタからのそれぞれの
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投射画像を互いに隣接させて大面積の画像を投射可能とするものである。
【００５０】
　これらのスタック投射やマルチ投射を行う場合には、各プロジェクタの投射画像の投射
位置や投射サイズを、他のプロジェクタの投射画像の投射位置や投射サイズと合わせるた
めのｍｍ単位での微細な調整を必要とする。このため、スタック投射やマルチ投射を行う
場合には、プロジェクタの設置姿勢によらず（通常姿勢であっても）、アクチュエータを
常に微調整に適した低速で駆動するようしてもよい。つまり、操作時間が駆動電力切替時
間に達した後も低速（第１の駆動速度）でアクチュエータを駆動するようにしてもよい。
【００５１】
　スタック投射やマルチ投射を行うか否かの判別は、例えば、スタックモードやマルチモ
ード等の使用者によるモード設定操作の有無から行うことができる。
【実施例２】
【００５２】
　図７には、本発明の実施例２である液晶プロジェクタ１００′の構成を示す。本実施例
において、実施例１と共通する構成要素には、実施例１と同符号を付して説明に代える。
本実施例のプロジェクタ１００′は、操作部としての本体操作パネル１３０が設けられて
いる。本体操作パネル１３０には、リモコン１０１よりも少ない数のボタンが配置されて
おり、例えば駆動するアクチュエータを選択するためのボタンや、上下を指示するための
ボタンが配置されている。
【００５３】
　使用者が本体操作パネル１３０を操作することで該本体操作パネル１３０から操作信号
（以下、本体操作信号という）が出力される。この本体操作信号は、操作信号受付部１１
４においてリモコン１０１からの操作信号（以下、リモコン操作信号という）と区別して
扱われ、操作信号受付部１１４は該本体操作信号を解析してその解析結果を駆動速度決定
部１１５に送る。
【００５４】
　駆動速度決定部１１５は、入力された操作信号がリモコン操作信号か本体操作信号かを
判定し、その結果に応じて各アクチュエータの制御の内容を変更する。
【００５５】
　例えば、入力された操作信号が本体操作信号である場合は、プロジェクタ１００′の設
置姿勢が通常姿勢であると推定されるので、図８に「通常本体」として示す駆動パラメー
タを用いてアクチュエータの駆動を行う。
【００５６】
　一方、入力された操作信号がリモコン操作信号である場合は、実施例１にて説明したよ
うにプロジェクタ１００′の設置姿勢を検出する。そして、設置姿勢の検出結果に応じて
、使用する駆動パラメータを、天吊り姿勢（「天吊り」）に対応する駆動パラメータおよ
び通常姿勢（「通常リモコン」）に対応する駆動パラメータの中から選択する。
【００５７】
　図８中の「通常本体」と「通常リモコン」との比較から分かるように、通常姿勢におい
て、本体操作パネル１３０を操作する場合は、リモコン１０１を操作する場合に比べて短
い操作時間でアクチュエータが低速駆動から高速駆動に切り替えられる。これにより、本
体操作パネル１３０の操作を通じた粗調整を行い易くしている。
【００５８】
　このように本実施例では、使用者が本体操作パネル１３０を操作した場合とリモコン１
０１を操作した場合とを区別して、各アクチュエータの低速駆動速度、高速駆動速度およ
びこれらの切り替えタイミング（第１の所定時間）のうち少なくとも１つを変更する。こ
れにより、操作が行われる状況に応じた使い勝手を良くしたプロジェクタを実現すること
ができる。
【実施例３】
【００５９】
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　次に、本発明の実施例３として、図７に示したプロジェクタ１００′に、括弧付きで示
した加速度センサ１３８を追加した場合について説明する。加速度センサ１３８は、プロ
ジェクタ１００′が持ち運びによって移動されたことを検出するための移動検出手段とし
て用いられる。
【００６０】
　制御部１０４は、プロジェクタ１００′の電源の投入後に、加速度センサ１３８の出力
値を所定の周期（例えば、１秒）ごとに取得して記憶部１０６に記憶させる。そして、制
御部１０４は、記憶部１０６に記憶された加速度センサ１３８の所定のモニタ時間内での
出力値の変化を解析することで、プロジェクタ１００′が移動されたか否かを判定できる
。具体的には、加速度センサ１３８の出力値の変化量が所定の閾値より大きい場合は、プ
ロジェクタ１００′が移動されたと判定する。
【００６１】
　制御部１０４は、プロジェクタ１００′が移動されたと判定（検出）した場合は、各ア
クチュエータの駆動パラメータとして、粗調整に適した高速駆動（第２の駆動速度）用の
駆動パラメータを選択する。言い換えれば、操作信号の入力当初からアクチュエータの高
速駆動を行う。これにより、プロジェクタ１００′の移動直後に必要となる粗調整を行い
易くすることができる。
【００６２】
　一方、加速度センサ１３８の出力値の変化量が上記閾値以下の場合は、プロジェクタ１
００′が移動されていないと判定し、微調整に適した低速駆動（第１の駆動速度）用の駆
動パラメータを選択する。これにより、プロジェクタ１００′を移動させてから、ある程
度のセッティングが整った後の微調整を行い易くすることができる。この場合、操作時間
が駆動速度の切り替えタイミング（第１の所定時間）に達した後にアクチュエータの駆動
速度を高速に切り替えるようにしてもよい。
【実施例４】
【００６３】
　次に、本発明の実施例４について説明する。本実施例では、記憶部１０６に、各アクチ
ュエータの駆動速度を切り替える第２の所定時間を固定して記憶させておく。例えば、第
２の所定時間を５分として記憶させておく。そして、プロジェクタの電源投入後の経過時
間を計測し、該経過時間が第２の所定時間に達するまでは、各アクチュエータの駆動パラ
メータとして、粗調整に適した高速駆動（第２の駆動速度）用の駆動パラメータを選択す
る。また、経過時間が第２の所定時間に達した後は、各アクチュエータの駆動パラメータ
として、微調整に適した低速駆動（第１の駆動速度）用の駆動パラメータを選択する。
【００６４】
　本実施例によれば、プロジェクタの光源（特にランプ）の点灯が安定して画像投射の準
備ができる前（第２の所定時間に達する前）までは粗調整を行い易くする。そして、その
後にプロジェクタを移動させることはほとんどなく、投射画像の位置やサイズ等の微調整
が行われる場合がほとんどであるので、微調整を行い易くする。
【実施例５】
【００６５】
　次に、本発明の実施例５について説明する。本実施例では、各アクチュエータの駆動速
度を切り替えるための条件（閾値）として、電源投入（光源点灯）の回数を用いる。すな
わち、記憶部１０６に、電源投入の所定回数を閾値として記憶させておく。
【００６６】
　例えば、プロジェクタを天吊り設置する場合は、該プロジェクタは固定されるので、設
置後、１回目等の少ない所定回目までの電源投入時には、粗調整に適した高速駆動（第２
の駆動速度）用の駆動パラメータを選択する。そして、所定回目よりも後の電源投入時に
は、微調整に適した低速駆動（第１の駆動速度）用の駆動パラメータを選択する。
【００６７】
　天吊り設置では、プロジェクタの使用ごとにその光源部の電源の投入／遮断が行われる
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が、ＡＣ電源（コンセント）の接続は継続される場合が多い。このため、ＡＣ電源の接続
が開始されたときを設置時と判定し、このときを基準として電源投入の回数をカウントし
、所定回目の電源投入を判定することができる。
【００６８】
　以上説明した各実施例は代表的な例にすぎず、本発明の実施に際しては、各実施例に対
して種々の変形や変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６９】
　操作性が良好な液晶プロジェクタ等の画像投射装置を提供できる。
【符号の説明】
【００７０】
１００，１００′　液晶プロジェクタ
１０４　　制御部
１１０　　投射レンズユニット

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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